
高砂市高砂町字清水町１５０４番５

戸建住宅地

小規模な一般住宅が
多い古くからの住宅
地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 60 20 60 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

人口は減少傾向を継続。宅地需要は利便性等に優る新興住宅地域
等では安定している反面、旧集落等ではやや弱含んで推移してい
る。

近隣地域は小規模な一般住宅が多い古くからの住宅地域で、当地
域に影響を及ぼす特筆すべき地域要因の変動は見受けられない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は戸建住宅地域に属し、賃貸市場は未成熟で画地規模等からも経済合理性を有する共同住宅の想定は困難なため、
収益還元法の適用は断念した。同一需給圏内では自己使用目的の取引が大半で、売買当事者は市場での取引価格を指標とし
て意思決定を行うものと思料する。したがって、市場の実情を反映した実証的な価格である比準価格は規範性が高いと判断
して、比準価格を採用し、指定基準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は小規模な一般住宅が多い古くからの住宅地域であり、当地域に影響を及ぼす特段の要因は認められず、ここ当分
の間はほぼ現状を維持して推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 44,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

山陽電鉄高砂駅南
850m

山陽電鉄高砂
850m

(8)

北4m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,160)

特にない。 基準方位　北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

102

( )

⑨法令上の規制等

1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0 ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 100 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

43,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.6％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

43,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

高砂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

+55.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

155.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 24日 正常価格

令和 4年 7月 5日令和 4年 7月 1日

4,440,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 43,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

35,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏を山陽電鉄沿線を中心とした高砂市南部の住宅地域等と判定した。主な需要者は同一需給圏内の居住者で圏外か
らの転入者は少ない。幅員等の街路条件に劣る旧来からの住宅地域で、周辺の商業施設の衰退・撤退等により生活利便性等
も低下しており、これらに優る他の住宅地域に比べ需要は弱含みで推移している。建替え需要が主で新築建売物件等は少な
く、規模によりばらつきは見られるが、土地のみで３５０～５５０万円程度が中心価格帯である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

ミント不動産鑑定

田中　君憲



高砂市荒井町蓮池３丁目２番９

戸建住宅地

中規模一般住宅を中
心とした住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 30 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

利便性のある新興地域等で、需要は堅調であるが、郊外や街路条
件の劣る地域については、低調に推移している。

戸建住宅地域として熟成しており、特に変動はない。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅を主とする地域にあり、画地規模から収益性の見込める建物想定が困難であるため、収益還元法は適用を割愛した。
一方、取引事例は自用目的が中心で、比準価格は市場性を反映する。よって比準価格を標準とし、標準地及び指定基準地価
格からの検討を行い、同時に同一需給圏の他の基準地の価格水準との均衡分析を繰り返し、更に価格形成要因の変動状況を
も勘案の上、上記をもって鑑定評価額と決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

住宅地域として、ほぼ熟成しているため、当面は現状で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 80,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

79,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄高砂駅北西
500m

山陽電鉄高砂
500m

(8)

南西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「荒井町蓮池３－２－６」

②地積

（㎡）

253

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

80,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

81,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

103.0 ］

100.6［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

79,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

高砂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

-1.0

-10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

85.5 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 29日 正常価格

令和 4年 7月 7日令和 4年 7月 1日

20,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 80,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

64,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は山陽電鉄沿線地域を中心に高砂市全域、用途的類似地域は戸建住宅地域。需要者の中心は同一需給圏内の居住
者で圏外からの転入は少ない。駅徒歩圏の区画整然とした住宅地域で、利便性を有し周辺の分譲地域と比較しても遜色はな
いため、需要は堅調に推移している。本基準地と同規模の土地で２０００万円程度、周辺の新築戸建物件は土地面積１３０
㎡～１５０㎡前後で総額３０００万円程度が中心価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

（株）兵庫不動産鑑定所　　　　　　　　　　　　　　　　　

塩住　直彦



高砂市今市２丁目１４番３４

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

景気の先行き不透明感は強い。利便性の高い新興住宅地域等の需
要は堅調であるが、旧集落、既存住宅地域に対する需要は弱含み
である。

周辺で既存住宅の建て替えが見られる程度であり、特筆すべき変
動はない。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅を主とする地域で画地規模等から市場性のある賃貸建物の想定が困難であるため、収益価格は試算できなかった。
取引事例は、同一需給圏内の類似地域から選択した自己利用目的のものが主であり、比準価格は現実の市場実態を反映する
ものとして説得性を有する。よって比準価格を標準に、標準地価格からの検討を行い、同時に居住快適性に影響を与える価
格形成要因の変動状況も勘案の上、上記をもって鑑定評価額と決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅地域として概ね熟成した地域で、地域要因に大きな変動は見られず、当面は現状で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 67,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

66,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

0.0

+17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄伊保駅東
900m

山陽電鉄伊保
900m

(8)

西4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北　４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「今市２－１２－３０－３」

②地積

（㎡）

170

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

67,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

81,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

121.7 ］

100.6［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 29日 正常価格

令和 4年 7月 7日令和 4年 7月 1日

11,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 67,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は山陽電鉄沿線地域を中心に高砂市全域、用途的類似地域は戸建住宅地域。需要者の中心は同一需給圏内の居住
者で圏外からの転入は少ない。街路幅員が狭く周辺幹線からのアクセスに劣るが、市役所や学校に接近し、潜在的な利便性
を有するため需要は横這いで推移している。本基準地と同規模の土地で１０００万円～１２００万円程度、周辺の新築戸建
物件は総額２５００万円～３０００万円程度が中心価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　兵庫不動産鑑定所

秋山　周史



高砂市阿弥陀町南池字村東３３８番５

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
く付近に農地が介在
する住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 20 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

住宅投資は底堅い動きとなり、個人消費は持ち直しとなっている
が、雇用・経済情勢は総じて厳しい状況になっている。

市街地からやや離れた集落地域であり、地域要因に特段の変動は
ない。

個別的要因に変動はない。

中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、後述する理由から収益還元法は適用できなかった。近隣地域においては投資目
的での取引はほとんどみられず自用目的での取引が支配的である。したがって、近隣地域及び類似地域内の不動産市場で形
成された価格から試算され、信頼性の高い比準価格を採用して、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり
決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅や農家住宅を主とした戸建住宅地域として概ね熟成しており、今後も概ね現状のまま推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 40,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

ＪＲ曽根駅東
2.3km

ＪＲ曽根
2.3km

(8)

北東4m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

297

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

40,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

高砂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+61.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

165.8 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 5日令和 4年 7月 1日

12,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 40,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

33,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね高砂市の住宅地域の圏域。需要者の中心は圏内の居住者であるが、市内勤務者など圏外からの転入者も一
部認められる。同一需給圏内には新規の住宅供給もみられるが、既成住宅地の選好性はやや弱い。需要の中心価格帯は土地
で１，０００万円～１，５００万円程度、新築の戸建物件は２，５００万円～３，０００万円程度であるが、様々な需要層
を対象としてより低額及び高額な物件もある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社田中不動産鑑定

田中計機



高砂市曽根町字松東７２８番３

戸建住宅地

一般住宅、共同住宅
等が混在する住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 65 20 35 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

コロナ禍は経済に打撃を与えたが、各種給付金、超低金利等が功
奏して地価への明確な影響はいまだ見えない。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は周辺地域に存する規範性の高い取引事例から試算したもので、試算した価格は市場を反映した実証的なものであ
る。収益価格は画地規模の観点から経済合理性のある共同住宅を想定することが困難であるので試算できず、又、積算価格
も後述の理由により試算できなかった。したがって、指定基準地からの変動率・近傍同種の標準地等との均衡にも留意して
鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域要因に格別の要因は認められず、当面は現状を維持して推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 68,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

山陽電鉄山陽曽根駅
北東 950m

山陽電鉄山陽曽根
950m

(8)

北東7m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　
高度地区

特にない 基準方位　北　　
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

148

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 14.5  ｍ、　規模 145  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

68,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

68,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

高砂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-5.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

97.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 14日 正常価格

令和 4年 7月 5日令和 4年 7月 1日

10,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 68,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

55,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は高砂市内の住宅地域の存する範囲と判定した。需要者は同一需給圏内に勤務先を有するエンドユーザー、地縁
者的選好性を有する者が大半を占めるものと思料する。需要の中心となる価格帯は、標準的な規模の土地で８００～１，２
００万円、新築の戸建物件で２，５００～３，５００万円程度である。近隣地域及びその周辺の地域では、居住の快適性に
着目した底堅い需要があり、地価はほぼ横這いで推移している。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

第6分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社三和鑑定

三浦一範



高砂市米田町米田字大橋３０７番３

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い既成住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 80 120 0 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

新型コロナ感染症の影響、回復状況はエリア、用途、物件により
バラついているが、需給関係による地価の二極化傾向は拡大しつ
つある。

戸建住宅中心の地域として成熟しており、特段の地域要因の変動
は認められない。需要は回復傾向にある。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅を主とする住宅地域であり、取引は自用目的が主で、賃貸住宅所有を目的とする土地売買は殆どない。比準価格査
定においては基準地周辺の類似地域に存する事例より試算した。収益価格は求めなかったが、需要者の意思決定は周辺取引
価格水準が基礎であり、比準価格はかかる需要者行動を強く反映していることから、十分説得力があると判断した。検討し
た代表標準地との均衡性も保たれており、比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当地域は戸建住宅を中心とする既成住宅地域として成熟しており、将来的には周辺に見られる農地等の未利用地の促進が緩
やかに進行してゆくものと思料する。地価は僅かな下落基調で推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 86,400円／㎡

公示価格 86,000円／㎡

標準地番号 高砂 8-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

85,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 8

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ宝殿駅南西
780m

ＪＲ宝殿
780m

(8)

北東5.8m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特になし 基準方位北５．８
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0 ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

85,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

86,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.9 -0.5％ ％

100 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 21日 正常価格

令和 4年 7月 7日令和 4年 7月 1日

17,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 85,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

69,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は高砂市中心部の住宅地域で、需要者は地元居住のサラリーマン層が中心である。周辺では地元不動産開発デベ
ロッパー等による新規供給が散見され、土地総額は規模や立地によりバラつきが見られるが、総額２，０００万円程度まで、
土地建物総額としては３，０００万円前後が需要の中心である。近隣地域は最寄駅から徒歩圏の好立地であり、市場競争力
はやや高位と判断する。またＪＲ沿線との価格牽連性がやや強い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６

業者名

不動産鑑定士氏名

中田不動産鑑定事務所

中田　信



][ 103.0

103.0100

]111.3

100

53,400

53,500

［令和 4年 1月］

①-1対象基準地の検討
新規

一般的

(4)対象基準地
 　の個別的要
 　因

特にない 基準方位　北
　　４ｍ市道

山陽電鉄山陽曽根駅南
東方
750m

１中専
(60,160)

④敷地の利用の現
況

228

[ ]

(8)

新型コロナウイルス感染症の影響は薄らぎつつあるが、人口の鈍化や

試算価格の調整・
検証及び鑑定評価
額の決定の理由

戸建住宅を主とした地域で収益物件の存在はほとんどなく、かつ収益を目的とした取引はほぼ皆無で、自用目的の取引

鑑定評価の手法の
適用

(3)最有効使用の判定 方位

戸建住宅地

南4m市道住宅

⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況

中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

(2)

(1)

令和4年7月7日

正常価格

(3)鑑定評価の条件

⑨法令上の規制等

令和4年7月4日

円

令和4年7月1日

鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

1　基本的事項

鑑定評価書（令和4年地価調査）別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名

高砂（県） -7 第６兵庫県

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

12,200,000 53,500

43,000

更地としての鑑定評価

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

高砂市伊保崎２丁目１９１２番１７ ②地積

③形状 ⑦供給
処理施
設状況

⑤地域要因の将
　来予測

戸建住宅を主とした住宅地域として概ね熟成しており、今後もほぼ現況が維持されていくものと予測する。既成

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

基
準
地

①範囲

③標準的画地の形状等

④地域的特性 特記
　　
事項

街
　
路

交通
　　
施設

法令
　　
規制

水道、 山陽電鉄山陽曽根

750m

40ｍ、

間口　約 15.0 ｍ、 奥行　約 15.0ｍ、 規模 250 形状 ほぼ整形

戸建住宅地

②変動率

⑥対象基準地
　の規準価格

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

公
示
価
格
を

⑦
内
訳

②時点
　修正

③標準化
　補正

④地域要
　因の比
　較

⑤個別的
　要因の
　比較

100

高砂 -10

①

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

53,500

/     

/     

不動産鑑定士

(60,200)

東

代表標準地

　標準地番号

標準地

標準地代表標準地

１中専

近
隣
地
域

50ｍ、西 50 ｍ、南 50ｍ北 ②標準的使用

標準地番号

(㎡)

路線価又は倍率

円／㎡

円／㎡

が中心であるため収益価格は試算しなかった。求められた比準価格について標準地及び指定基準地を規準とした価格と

の均衡、及び単価と総額について妥当性の検証を行い、鑑定評価額を上記の通り決定した。

( )

㎡程度、

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(円／㎡)

円／㎡53,600前年標準価格

ガス、
下水

｢伊保崎２－１６－７｣

1:1
Ｗ1

氏名

+3.0

規
準
と
し
た

価
格

円／㎡57,800

公示価格

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+1.0

+8.0

+1.0

0.0

地
域
要
因

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

+31.0

0.0

0.0

地
域
要
因

100.0[ ]

100 100.0[ ] [

⑥対象基準地
　の比準価格

②時点
　修正

③標準化
　補正

④地域要
　因の比
　較

⑤個別的
　要因の
　比較

(円／㎡)

100

100.0[ ]

100 100.0[ ]

100

129.7[ ]

100

(9)
指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

① 指定基準地番号

高砂（県） -3

円／㎡67,200

前年指定基準地の価格

(10)
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

円／㎡公示価格

年間 -0.2 ％ 半年間 ％

③
価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要　因
[ ]

地　域

要　因
[ ]

個別的

要　因[ ]

市街地の概ね標準的な住宅地域で、地域要因に特に変動はないが、や

個別的要因に変動はない。

佐伯不動産鑑定事務所

（その他）
(60,160)

高齢化の進展などは続いており、地域によっても違いが見られる。

や弱含みに推移している。

の住宅地域で、地価水準はやや弱含みに推移するものと予測する。

倍率種別

(6)
路
線
価

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね高砂市を中心とした住宅地域の圏域。需要者は同一需給圏内の居住者を主とするが、市内勤務者など

圏外からの転入者も認められる。同一需給圏内には新規の住宅供給も行われており、需要も見込まれる。需要の中心は

土地では１０００万円～２０００万円程度、新築の戸建物件は２５００万円～４０００万円程度であるが、様々な需要

層を対象としてより低額及び高額な物件もある。

継続

①-2基準地が共通地点(代表標準地等と同
一地点)である場合の検討

(7)

高砂（県） -7

提出令和4年7月8日　

開発法 開発法に
よる価格

/     円／㎡

(5)

佐伯　志朗

業者名



高砂市神爪４丁目２５６番１０

戸建住宅地

区画整然と戸建住宅
が建ち並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 60 30 40 戸建住宅地

-

１中専(60,150)

人口は微減傾向が継続し、宅地需要には利便性を有する整備され
た地域と旧来からの住宅地域などでの二極化の傾向がみられる。

区画が整理された住宅地域であり、特段の変動要因はみられない。

個別的要因に変動はない。

既成住宅地域であり自用目的の取引が大半であり、また対象基準地の画地規模としては、経済合理性のある賃貸共同住宅の
建築を想定することは困難であることから収益還元法は適用していない。一方、比準価格は取引市場の実態を反映した実証
的な価格であり、需要者の意思形成過程においても取引価格の水準が指標になるものと思料される。以上より、代表標準地
からの検討を踏まえ、比準価格を採用して、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

区画が整然とした比較的閑静な住宅地域であり、商業店舗等が周辺に存するなど利便性を有し、当面は現状の推移を継続し
住宅地域としての成熟度が向上されていくものと思料される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 79,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

78,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 8

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ宝殿駅北西方
1.1km

ＪＲ宝殿
1.1km

(8)

北東6m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「神爪４－９－２６」

②地積

（㎡）

167

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.2  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 165  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

79,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

86,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.3％ ％

109.0 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 6日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 27日 正常価格

令和 4年 7月 5日令和 4年 7月 1日

13,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 79,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

63,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は高砂市及び隣接市の住宅地域であり、ＪＲ山陽本線沿線との価格牽連性は高い。需要者は同一需給圏内に居住
するサラリーマン層等の一次取得者が中心である。区画整然とした住宅地域であり、周辺には店舗も多くみられるなど利便
性を有しており需要は底堅い。周辺における価格帯としては、土地で１，０００万円前後、新築住宅では３，０００万円程
度が中心とみられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

河内谷　順



高砂市高砂町浜田町２丁目３１１番５

中層の店舗・事務所地

中小規模の店舗等が
集まる駅前の商業地
域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 10 20 40 中層の店舗・事務所地

-

対象基準地と同じ

コロナ禍の影響が顕著な地域もあるが、各種政策の効果もあり、
個人消費に回復も見られ、全体的に商業地地価は堅調に推移して
いる。

駅近接の商業地域として安定しているが、店舗から居住系への建
て替えが一部に見られる。

個別的要因に変動はない。

周辺地域では賃貸収入を目的とした土地取引がほとんど見られず、収益性を基礎とした価格形成がなされていない地域と判
断されることから収益価格の説得力は相対的に劣る。取引事例は比較的規範性の高いものを豊富に収集でき、また市場参加
者との適合性の観点からも現実の取引市場を反映した比準価格には説得力を認めることができる。以上により比準価格を標
準とし、収益価格を比較考量し、指定基準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼事務所
Ｓ４

周辺では商業施設の建て替え等が見られ、駅前商業地域として一定の成熟度を維持している。将来的には、当該地域が激変
するような要因の変化は見られず、概ね現状を維持して推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 78,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

山陽電鉄高砂駅南西
100m

山陽電鉄高砂
100m

(8)

北8.5m市道､背面道

商業
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(90,400)

特にない ８．５ｍ　市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「高砂町浜田町２－４－１３」

②地積

（㎡）

75

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 8.0  ｍ、　規模 80  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

78,800 円／㎡

33,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0

0.0

二方路

形状

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

77,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

高砂（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-2.0

+34.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

99,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

127.2 ］

99.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 7日令和 4年 7月 1日

5,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 77,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

62,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、高砂市及び周辺市町の広域的な圏域内の商業地域であり、特に同市内の商業地域と価格牽連性が強い。需要
者は同一需給圏内に地縁性を有する個人や法人が中心であるが、駅近接の利便性から全国規模の法人需要も見込まれる。取
引の中心となる価格帯は、規模等によりばらつきがあり見出せないが、十分な集客力を有する立地は限られており、需要の
強弱に大きな差異が見られる。近隣地域は最寄り駅に近い立地であり、多様な需要が想定される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

姫路不動産建築事務所

神頭慎太郎



高砂市神爪１丁目２０番３

低層の店舗住宅併用地

店舗、店舗兼共同住
宅等が多い駅前の商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 20 80 40 中低層の店舗住宅併用地

-

近商(80,300)

市内商業地の市場は二極化しており、幹線沿道の繁華な地域は需
要が見込めるが、高齢化が進む既存の近隣商業地は衰退傾向。

駅前パチンコ店跡地が駐車場になる等、駅北側は南側に比べ土地
の有効活用が進んでおらず、地価上昇の要因は見当たらず当面は
弱含み。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、近時の同一需給圏内の市場実態を良く反映しており信頼度が高い。収益価格は、最有効使用に基づく想定収益
から求めており理論的であるが、賃貸借契約の個別性により、価格形成の指標となり得る賃貸事例の収集がやや困難で、比
準価格に比べると実証性・客観性に劣る。以上より、規範性の高い比準価格を標準に、検証手段となり得る収益価格とも比
較考量を行いこれを参酌して、周辺の標準地価格との検討も踏まえて鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ３

近隣店舗や共同住宅等を中心とする近隣商業地にあって、価格時点現在は特段の地域要因の変動は見られず、当面は現状を
維持しつつ推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 99,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

98,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.0

+6.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ宝殿駅北東
220m

ＪＲ宝殿
220m

(8)

南東12m市道

近商
(80,300)

（その他）　　　　

特にない １２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「神爪１－１０－５」

②地積

（㎡）

215

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 22.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

98,400 円／㎡

64,400 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

94,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

96.7 ］

100.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 4日令和 4年 7月 1日

21,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 98,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

79,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は高砂市及び隣接する加古川市西部の商業地及び住商混在地。需要者の中心は同一需給圏内に地縁性を有する事
業者・法人等である。近隣地域は駅徒歩圏にあり利便性は高いが、周辺は駐車場等の更地も多く見られ、マンション開発や
ドラッグストアが進出している駅南側に比べると繁華性はやや劣る。同一需給圏内における取引は規模・業種・立地条件等
によって価格水準がまちまちで、需要の中心となる価格帯は見出しにくい状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第6分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

岡本不動産鑑定士事務所

岡本朋美



高砂市高砂町字向島町１４７４番１外

工場地

大工場、倉庫等が建
ち並ぶ工業地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 150 400 400 工場地

-

対象基準地と同じ

円安・資源高等により業種による明暗が分かれており先行き不透
明感が拭えないものの、事業用地の需要は安定的である。

工業地域として成熟しており地域要因の変動は特にない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏内の広域的な地域にある取引事例を収集し、各補修正を施すことにより試算したもので不動産の取引
市場を反映している。尚、工場地の賃貸市場が成熟していないので収益価格は試算できなかった。又、積算価格も後述する
理由により試算できなかった。よって、本件では標準地及び指定基準地との検討も踏まえ比準価格を以て鑑定評価額を上記
のとおり決定した。

［

［

作業場・倉庫
Ｓ１

臨海部の工業地域として安定した利用がなされている。特段の地域要因の変動はないことから現状を維持するものと思料す
る。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 20,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

21,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+2.0

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

山陽電鉄高砂駅南東
1.6km

山陽電鉄高砂
1.6km

(8)

東6.5m市道

工業
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

18,215

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

150.0  ｍ、　奥行　約 120.0  ｍ、　規模 18,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

21,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

22,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.4％ ％

107.1 ］

100.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0不整形

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

20,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

姫路（県） -9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

26,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

130.0 ］

101.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 27日 正常価格

令和 4年 7月 5日令和 4年 7月 1日

383,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 21,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

17,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は内陸部も含め概ね兵庫県南部の工業地域で、需要者の中心は東播にある地元企業のほか全国展開をする企業で
ある。工場適地が減少するなか、交通利便性等の好立地な工業地の需要は全国的に安定している。当地域は成熟した工業地
域で幹線道路へのアクセスは良好である。工業地の取引は規模や業種により様々なため需要の中心となる価格帯は見いだし
にくい状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －9

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社山陽総合鑑定

谷野　千晴



高砂市米田町塩市字明田２０９番１

中小工場地

中小規模の工場を主
体とする工業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 100 130 0 中小工場地

-

準工(60,200)

各種政策の効果や海外経済の改善により、コロナ禍からの経済
回復は途上にあるが、物流用地を中心に工業地需要は上昇して
いる。

明姫幹線背後の工業地域で、中小工場が連たんし、域内に新陳
代謝は認められるが、地域性に特に変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内における同種別の土地の取引は成立しにくい状況下にあるものの、採用した取引事例に対する補修正等は適
正と判断される。当該地域内では自用目的の取引が支配的で、工場に対する賃貸市場は未成熟であるため、収益価格は試
算しなかった。従って、自用目的の取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比準価格を採用し、標準地及び指定基
準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

工場

住宅地域に隣接する中小工場地域で、特段に地域要因の変動は認められず、当面は現状維持で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 32,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

32,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

高砂 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

+2.0

-29.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ宝殿駅南西
1.6km

ＪＲ宝殿
1.6km

(8)

北8m県道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ８ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,100

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 50.0  ｍ、　規模 1,100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

32,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

22,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6％ ％

70.2 ］

100.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

32,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

姫路（県） -9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+2.0

+18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

40,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

124.0 ］

101.2［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 6日令和 4年 7月 1日

36,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 32,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

26,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね高砂市及び周辺市町の工業地域である。需要の中心は当圏域に地縁を有する事業者及び圏内大企業の下
請け業者である。内陸部の中小規模工場を中心とする工業地域であり、市街地に近接する希少な立地であるほか、幹線道
路からのアクセスが良好で、需要は安定している。工業地自体の取引件数は少なく、かつ規模もまちまちであるため、需
要の中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

高砂（県） 2－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

高砂（県） －9

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第6分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　陰山不動産鑑定

陰山　陽史


